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　市民のみなさんや市外に住む人から手紙やメール

でお寄せいただいた「市長への私の提案」は、１年

間で 108 件でした。

　提案の中には、市政やまちづくりについての企画・

アイデアなどのほか、生活全般についての要望など

がありました。

　みなさんからの貴重な提案・意見の中から一部を

ご紹介します。

環境・衛生について　　22 件 

　「野焼きの煙に困っています。」「騒音について対

策してほしい。」など

防災・安心について　　21 件

　「洪水対策について教えてほしい。」など

都市整備基盤について　　13 件

「歩道の段差を解消してほしい。」「道路の幅を拡張

してほしい。」など

　これらすべてを市長が確認したのち、住所・氏名

の記入があるものについては担当課から郵送や電

話、面談などの方法により回答しました。

　提案をいただいたものの内、例えば、「歩道の段

差を解消してほしい」という意見については、現地

を確認し、段差解消に取り組んでいます。

　すぐに取りかかることができるもの、解決に時間

がかかるものなど、対応はさまざまですが、市民の

生命 ･安全にかかわるもの、緊急度の高いものから

順次対応しています。

　なお、回答にはおおよそ２週間程度かかり、原則、

文書（郵送）による回答となります。

　また、営業活動、プライバシーの侵害、誹謗中傷、

公序良俗に反する内容には回答いたしません。

※提案項目が多い場合等は、回答に時間を要する場

　合があります。

　今後も、みなさんからいただいた貴重な「声」を

市政に反映できるように取組を進めます。

婦人相談員を募集します
募集人数　1 人

応募資格　次の①～②のいずれかに該当する人

①婦人保護に係る相談支援に１年以上従事した経

　験がある人

②前号に準ずる知識又は経験を有し、職務の遂行

　能力があると認められる人

勤務内容

　竹原市人権センター内で、ＤＶ被害者等の相談・

支援とそれらに付随する業務など

任用期間

　７月１日から令和４年３月３１日まで　

※更新の可能性あり

勤務条件　週３０時間以内

報酬 時給１，２４５円

申込方法

　所定の申込書（地域づくり課人権男女共同参画

係に備え付け、または市ホームページからダウン

ロード）に記入し申し込んでください。

申込期限

　６月 21 日（月）（必着）

試験内容

　面接試験を実施します。

※日時・場所は直接申込者に連絡します。

申し込み・問い合わせ

　地域づくり課人権男女共同参画係　

　☎２２- ７７３６

左ページの専用用紙により、ご提

案ができます。切り取ってご使用

ください。（切手不要）

　　　　　　届いています！みなさんの声

区　　分 件数

環 境 ・ 衛 生 22

防 災 ・ 安 心 21

都 市 整 備 基 盤 13

福 祉 11 

教 育 文 化 ８

観 光 ・ 産 業 ７

職 員 ・ 窓 口 ７

ま ち づ く り・ 住 民 協 働 ５

そ の 他 14

▼意見集計結果

問い合わせ

企画政策課秘書企画係

☎２２－０９４２



　まちづくりについての提案や市政についてのアイデア、意見・要望などを

お寄せください。日ごろの暮らしの中で、思うことや気づいたことなどでも

結構です。切手は不要ですので気軽にお便りください。お寄せいただいたも

のについては、市長から回答いたしますので、住所、名前を記入してください。

　なお、お寄せいただいた提案の要旨について、広くみなさんに参考として

いただくため、匿名で広報たけはら等に引用・転載させていただくことがあ

ります。ＦＡＸ、市ホームページでも受け付けています。

ＦＡＸ　２２-０９９８

　市ホームページ「市長へのメール」から送信できます。

問い合わせ　企画政策課　☎２２-０９４２

　　　　　　　　　　　ご意見 ・ ご提案をお寄せください！

　　 　　　　　　市長への私の提案

 この用紙は、折りたたむと封筒

になります。切手をはらずにポス

トに入れてください。

住所・名前を必ず記入

してください。

住所

名前　　　　　　　　　　　　　〔　　歳〕　電話番号

折る

折る

の り し ろ



この面は内側になります

竹 原 市 中 央 五 丁 目 一 ー 三 五

　
竹 原 市 企 画 政 策 課

　
　 「 市 長 へ の 私 の 提 案 」 係


